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７番 千 葉 惣 永 １５番 倉 橋 重 基

１６番 大 石 温 基 ２５番 藤 原 由 悦

５．議事日程

第 １ 開 会宣言

第 ２ 会 長挨拶

第 ３ 議 事録署 名員並び に会議 書記の 指名



第 ４ 会 務諸報 告

第５

１．報 告

（ １）農 地法第 ３条の３ 第１項 （相続等による取得）の規定 による届出につい

て

（２）農地の転用事実に関する照会書について

（３）建議書（回答）について

２．議 事

（１）議案第１４号

農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について

（２）議案第１５号

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する可否決定について

（３）議案第１６号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に対する意見決定

について

（４）議案第１７号

仙北農業振興地域整備計画に対する意見の決定について

（５）その他

第６ 閉 会

６．事務局職員

局 長 浅 利 喜 一 郎 係 長 樫 尾 健

主 事 伊 藤 大 地

７．書 記

主 事 伊 藤 大 地

８．議事録署名員

１番 髙 橋 政 敏 ４番 佐 藤 孝 典

９．会議の概要

浅利局 長 総会が 始まる 前に議 案の追加があり ますので、よろしくお願いします。

議案第 １７号 仙北農 業振興地 域整備 計画に 対する 意見決 定につい てを追加

議案としてお手元にお配りしています。

議 長 ただ今 から平 成２９ 年第６回仙北市 農業委員会総会を開会いたします。

議 長 それで は、本 日の総 会への出席委員 は２１名。欠席委員は６名です。よ

って、本総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それでは議事録署名員に１番髙橋委員、４番佐藤委員両名を指名します。

会議書記には伊藤主事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

浅利局長 《会務諸報告の朗読及び説明》（９時６分）

議 長 ありが とうご ざいま した。各推薦委 員からの報告は議事終了後にお受け

した いと思 っております。それでは日 程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。

浅利局 長 報告１ 。農地 法第３ 条の３第１項の 規定（相続等）による届出について

で す 。 ４ 月 ８ 日 か ら ５ 月 １ １ 日 ま で に ４ 名 の 方 々 か ら 相 続 し た と 届 け 出



があり受理し通知した旨を報告致します。

樫尾 係長 報 告２。 農地の転 用事実 に関する照会についてです。 角館町西長野地区

の １ 件 の 照 会 が 法 務 局 よ り あ り ま し た 。 資 料 写 真 を ご 覧 く だ さ い 。 現 状

が 宅 地 と し て 利 用 さ れ て い る こ と を 、 委 員 の 方 々 と 共 に 現 地 確 認 し て お

ります。

浅利 局長 報 告３。 昨年１１ 月２８ 日付けで要請しました平成２ ９年度仙北市農業

施 策 に 関 す る 建 議 書 の 回 答 に つ い て で す 。 要 請 項 目 の 回 答 に つ き ま し て

は 、 各 項 目 ご と に 回 答 が な さ れ て き ま し た の で 、 ご 覧 く だ さ る よ う に お

願いします。報告は以上になります。

議 長 報 告が終 わりまし た。そ れでは議事に入ります。議案 第１４号農地法第

３ 条 第 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る 可 否 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。

説明をお願いします。

伊藤 主事 議 案第１ ４号農地 法第３ 条の規定による許可申請につ いて内容説明しま

す 。 整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 ○ ○ 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 畑 、

畑 ○ ○ 筆 、 ○ ○ ㎡ 、 贈 与 に よ る ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 で す 。 譲 渡 人 は 田 沢

湖 ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 、 譲 受 人 は 同 じ く ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で す 。 利 用

目的は畑となります。

次 に整理 番号２番 、農地 の所在は田沢湖○○地区、登 記簿現況共に畑、

畑 ○ ○ 筆 、 合 計 面 積 ○ ○ ㎡ 、 贈 与 に よ る ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 で す 。 譲 渡

人 は 田 沢 湖 ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 、 譲 受 人 は 同 じ く ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で

す。利用目的は畑となります。

次 に整理 番号３番 、農地 の所在は角館町○○地区、登 記簿現況共に畑、

畑 ○ ○ 筆 、 面 積 ○ ○ ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 で す 。 譲 渡 人 は 角 館 町 ○ ○

地 区 の ○ ○ さ ん 、 譲 受 人 は 同 じ く ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で す 、 利 用 目 的 は

畑 、 １ ０ ア ー ル 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 で す 。 自 己 資 金 で の 売 買 と な

ります。

次に整 理番号 ４番、 農地の所在は角 館町○○地区、登記簿現況共に田、

田 ○ ○ 筆 、 合 計 面 積 は ○ ○ ㎡ 、 期 間 は ○ ○ 年 、 ３ 条 賃 貸 借 の 案 件 で す 。

賃 貸 人 は 角 館 町 ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ

んで す。利 用目的は田、１０アール当 たり米○○俵の年額米○○俵です。

説明は以上になります。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 に入ります。整理番号１番につきま

しては、７番千葉委員より現地確認報告になりますが欠席です。

議 長 整理番 号２番 につき ましては、６番 佐藤委員より現地確認報告をお願い

します。

６番佐藤 《整理番号２番について、現地確認報告》

議 長 次に整 理番号 ３番に つきましては、 ８番青柳委員より現地確認報告をお

願いします。

８番青柳 《整理番号３番について、現地確認報告》

議 長 次に整 理番号 ４番に ついては、１４ 番辻委員より現地確認報告をお願い

します。

１４番辻 《整理番号４番について、現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第１４号に ついては許可することにご異議ござ

いませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第１４号農地法第３条の規定による



許可申請については許可することに決定します。 （９時１４分）

議 長 次 に議案 第１１号 、農地 法第５条第１項の規定による 許可申請について

を上程します。説明を求めます。

伊藤 参与 議 案第１ １号、農 地法第 ５条第１項の規定による許可 申請について内容

の 説明をし ます。 農地の 所在は 角館町○ ○地区 、登記簿 現況共 に田、 田○

○ 筆、面積 は○○ ㎡、譲 渡人は 角館町○ ○地区 の○○さ ん、譲 受人は 同じ

く ○○地区 の○○ さんで す。転 用目的は 一般個 人住宅、 転用理 由につ きま

し ては、現 在角館 町内の アパー トに夫婦 で居住 しており ますが 今後を 考慮

し て、申請 地を造 成し、 一般個 人住宅の 建築を するとの ことで す。な お、

備 考欄に記 載して ますと おり、 仙北農業 振興地 域整備計 画から は除外 され

ております。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。現地確認報告を２４番糸井委員からお願いします。

24番 糸井 ≪整理番号１番について現地確認報告≫

議 長 暫時休憩します。（９時１６分）

議 長 休憩以前に遡り、議事を再開します。（９時１８分）

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

１番 髙橋 配 置図面 を見ます と、屋 根については片屋根で、隣接 地への落雪などが

考慮されていない可能性があるように思います。

樫尾 係長 １ 番委員 のおっし ゃると おり、片屋根になっており、 落雪に際しての対

応 が必要で すが、 この図 面につ きまして は、あ くまで配 置図で ありま して

縮 尺につい てはあ まり正 確では ありませ ん。た だし、住 宅の建 築につ いて

は 隣接地へ 迷惑を かける ような 、お話し にあり ました落 雪など は対策 する

ように 指導は してお りまし、 そのよ うに申 請者か らは聞 き取りの 際にお話

しを聞いております。

議 長 他に質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第１５号農 地法第５条第１項の規定による許可

申請については許可相当とすることにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第１５号農地法第５条第１項の規定

による許可申請にいては許可相当とすることに決定します。（９時２０分）

議 長 次に議 案第１ ６号整 理番号４番につ いてを上程しますが、利害関係者の

退席を求めます。

≪１４番辻委員退室≫

議 長 議案第１６号整理番号４番を上程します。説明を求めます。

伊藤主 事 整理番 号４番 につき まして説明しま す。農地の所在が角館町○○地区、

登 記簿現 況共に 田、田 ○○筆、○○㎡ 、新規賃貸借の案件です。賃貸人は

東 京都○ ○区在 住の○ ○さん、賃借人 は角館町○○地区の○○です。期間

は ○○年 、１０ アール 当たり○○円の 年額○○円です。説明は以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 議案第 １６号 整理番 号４番について 、異議なしと認め、適正と判断す

ることにご異議ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 異議な しと認 めます 。整理番号４番 については適正と判断することとし



ます。（９時２２分）

≪１４番辻委員入室≫（９時２２分）

議 長 次 に議案 第１６号 整理番 号７番を上程しますが、利害 関係者の退席を

求めます。

≪１番髙橋委員退室≫（９時２３分）

議 長 それでは議案第１６号整理番号７番を上程します。説明をお願いします。

伊藤 主事 整 理番号 ７番につ いて説 明します。農地の所在が田沢 湖○○地区、登

記簿 現況と もに田、 田○○ 筆、面積は○○㎡、賃貸借再 設定の案件で

す。 賃貸人 は田沢湖 ○○地 区の○○さん、賃借人は同じ く○○地区の○○

さん です。 利用目的 は田、 期間は○○年○○ヶ月、１０ アール当たり○○

円の 総額○ ○円、償 還金に つきましては賃借人の負担に なります。期間に

つい て半端 な期間に なって おりますが、契約更新を冬期 間にするとのこと

です。説明は以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 議 案第１ ６号整理 番号７ 番については、異議なしと認 め、適正と判断す

ることにご異議ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 議 案第１ ６号整理 番号７ 番については、異議なしと認 め、適正と判断す

ることとします。

≪１番髙橋委員入室≫（９時２５分）

議 長 そ れでは議案第１６号 整理番号４番、７番を除き、上 程します。説明を

求めます。

伊藤 主事 整 理番号 １番につ いて説 明します。農地の所在が田沢 湖○○地区、登記

簿 現況共 に田及 び畑、 田○○筆、畑○ ○筆、合計面積○○㎡、有償移転

の案 件です 。所有 権を移 転する者は田沢 湖○○地区の○○さん、所有権の移

転を 受ける 者は同 じく卒 田地区の○○で す。利用目的は田及び畑、１０アー

ル当 たり畑 につい ては○ ○円、田は○○ 円の総額○○円、自己資金での売買

になります。説明は以上です。

次に整理番号２番、農地の所在が田沢湖○○地区、登記簿畑、原野、田、

現 況は畑 及び田 です。 田○○筆、畑○ ○筆、合計面積○○㎡、新規の賃貸

借案件です。賃貸人は田沢湖○○地区の○○さん、賃借人は○○さんです。

期 間は○ ○年、 ○○番 ○○と○○番○ ○については使用貸借となります。

１０アール当たり米○○俵の年額米○○俵です。

次に整 理番号 ３番、 農地の所在が田 沢湖○○地区、登記簿現況共に田、

田 ○○筆 、合計 面積○ ○㎡、新規賃貸 借の案件です。賃貸人は田沢湖○○

地 区の相 続人代 表者 ○○さん、賃借 人は同じく生保内地区の○○さんで

す。期間は○○年、１０アール当たり○○円の年額○○円です。

次に整 理番号 ５番、 農地の所在が西 木町○○地区、登記簿現況共に田、

田 ○○筆 、合計 面積○ ○㎡、新規賃貸 借の案件です。賃貸人は西木町の○

○ 在住の ○○さ ん、賃 借人は角館町○ ○地区の○○さんです。期間は○○

年、１０アール当たり○○円の年額○○円です。

次に整 理番号 ６番、 農地の所在が西 木町○○地区、登記簿現況共に田、

田 ○○筆 、合計 面積○ ○㎡、新規賃貸 借の案件です。賃貸人は西木町○○

地 区の相 続代表 者○○ さん、賃借人は 西木町○○地区の○○さんです。期

間は○○年、１０アール当たり○○円の年額○○円です。

次に整 理番号 ８番か ら２２番までは 再設定の案件となっております。田

沢 湖地区 は○○ 件、西 木地区は○○件 、角館地区は○○件になります。期



間に ついて は○○年 が○○ 件、○○年が○○件、○○年 が○○件、○○年

が○○件。賃貸借料につきましては、使用貸借が○○件、○○円が○○件、

○○ 円が○ ○件、○ ○円が ○○件、○○円が○○件、○ ○円が○○件、○

○円 が○○ 件、○○ 円が○ ○件、米○○俵が○○件とな ります。備考欄に

前回契約内容を記載しておりますので、ご確認ください。

次 に整理 番号２３ 番から ２６番につきましては、農地 中間管理事業によ

る貸 借の案 件になり ます。 こちらについても再設定と同 様に前回利用調整

会議 にて問 題ないと 判断さ れております。賃貸借料につ きましては、○○

円と ○○円 が○○件 、○○ 円と○○円が○○件、○○円 が○○件、使用貸

借と総額○○円が○○件となっております。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 議 案第１ ６号整理 番号４ 番、７番を除き、異議なしと 認め、適正と判断

することにご異議ございませんか。

18番 草 彅 整理 番号１ 番について ですが、利用目的について田と 記載しております

が、登記簿現況共に畑の１筆についても田となるのでしょうか。

伊藤 主事 所 有者は 今までこ の４筆 につきまして、大豆の作付け を行っておりまし

た 。 利 用 目 的 が 田 と 記 載 し て お り ま す が 、 １ 筆 に つ き ま し て は 畑 と な り

ます。利用目的につきまして、田・畑と訂正をお願い致します。

18番 草彅 議案の内容について、しっかりとチェックをお願いします。

議 長 他にご意見ご質問等ございませんか。

22番 真 崎 利用 調整会 議でもお話 ししましたが、今回の農地の売 買については、以

前 か ら 様 々 な 場 所 で ○ ○ さ ん が 農 地 の 転 用 を 行 っ て 、 材 木 置 き 場 な ど に

し て い る こ と が あ る こ と か ら 、 こ の 農 地 に つ い て は そ の よ う な こ と が 無

い よ う に 話 は し て お り ま す 。 水 利 関 係 が そ れ に よ り ま た 複 雑 に な る 可 能

性もあることから、今後しっかりと対応してください。

議 長 他にご意見ご質問等ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 異議な しと認 めます 。議案第１６号 、整理番号４番、７番を除く農業経

営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 地 利 用 集 積 計 画 の 承 認 に つ い て は 、 異 議 な

しと認め、適正と判断することとします。（９時４３分）

議 長 次に議 案第１ ７号仙 北農業振興地域 整備計画に対する意見決定について

担当説明者の準備のため、暫時休憩します。（９時４３分）

議 長 休憩以 前に遡 り、議 事を再開します 。それでは議案第１７号仙北農業振

興 地 域 整 備 計 画 に 対 す る 意 見 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。 説 明 を お 願 い

します。（９時５０分）

齋藤主査 ≪農業振興地域整備計画除外及び編入についての内容説明≫

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

議 長 整理番号７番の理由についてもう一度説明をお願いします。

齋藤主 査 こちら につい ては、 編入の案件です が、現在農業振興地域から除外され

て い る 状 況 に な っ て お り ま す 。 理 由 と し て は お そ ら く 宅 地 隣 接 で あ っ た

な ど で そ の ま ま 除 外 さ れ た ま ま に な っ て い た と 思 わ れ ま す 。 今 後 そ の 農

地を利用していくことから、今回編入するとのことです。

議 長 ご意見ご質問等ございませんか。

24番 糸 井 資料の５ ９ペー ジですが、申請地の 位置が解りづらいですので、今後作

成の際には考慮をお願い致します。

議 長 ご意見ご質問等ございませんか。



『無しの声』あり

議 長 議 案第１ ７号仙北 農業振 興地域整備計画に対する意見 決定については、

原案のとおり決定致します。（９時５８分）

議 長 予 定され ていた議 案が終 了しました。各推薦委員から の報告がありまし

たらお願いします。議会からの報告はありませんか。

５番平岡 ありません。

10番 佐 藤 共済 合併に より５月末 で任期が終了になります。今後 は秋田県農業共済

組 合とし て活動すること になります。委員の方々には大 変お世話になり、

またいろいろとお教え頂きありがとうございました。

議 長 １０番佐藤委員さん、大変お疲れ様でした。

議 長 農協からの報告はありますか。

18番 草彅 ありません。

議 長 次に、協議・連絡事項に入ります。事務局よりお願いします。

樫尾 係長 協 議事項 について は、秋 田県農業会議より「平成２９ 年度県選出国会議

員 に 対 す る 要 望 事 項 」 と 「 平 成 ３ ０ 年 度 農 林 関 係 税 制 改 正 要 望 」 に つ い

て 要 望 の と り ま と め が 依 頼 さ れ て お り ま す 。 こ ち ら に つ き ま し て は 、 事

務 局 と り ま と め の 関 係 で ２ ２ 日 ま で に 記 載 し て 頂 き ま し て 、 提 出 を お 願

い致します。

浅利局長 ≪今後の日程≫

５ 月 １ ７ 日 （ 水 ） 産 業 ・ 建 設 常 任 委 員 会 （ 西 木 総 合 開 発 セ ン タ ー 「 集

会室」１０時～）

５ 月 ２ ５ 日 （ 木 ） 農 用 地 利 用 調 整 会 議 （ 西 木 総 合 開 発 セ ン タ ー 「 農 林

研修室」９時～）

５ 月 ２ ５ 日 （ 木 ） 秋 田 県 農 業 会 議 常 設 審 議 委 員 会 （ 秋 田 市 パ ー ク ホ テ

ル １３時３０分～）

５ 月 ２ ５ 日 （ 木 ） 平 成 ２ ９ 年 度 通 常 総 会 （ 秋 田 市 パ ー ク ホ テ ル １ ５

時３０分～）

５月２９日（月）平成２９年度全国農業委員会会長大会（東京都）

５月２９日（月）県選出国会議員要請集会（東京都）

５月３０ 日・３ １日 県南地 区農業 委員会会 長会先進 地研修（群馬県）

６月９日（金）第７回農業委員会総会（西木総合開発センター「集会室」

９時～）

議 長 協議事項やその他について、ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

（閉 会）

議 長 以上を もちま して平 成２９年第６回 仙北市農業委員会総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１０時１０分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成２９年 月 日

議 長

署 名 員 １番

署 名 員 ４番


